
議案⑶

北本都市計画生産緑地地区の変更（案）について

北 本 市
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資料３



１ 生産緑地制度の概要

⑴ 生産緑地とは
市街化区域内における農地等の農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目
して、公害や災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地等
を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るための都市計画制度です。

⑵ 生産緑地の指定を受けると
①生産緑地の管理義務（生産緑地法第７条）

生産緑地の指定を受けた農地は、農地として適正に管理することが義務付け
られます。

②生産緑地地区の行為制限（生産緑地法第８条）

農林漁業を営むために必要な施設（農産物の生産集荷施設・農業生産資材
の貯蔵保管施設・農産物の処理貯蔵のための共同利用施設等）で生活環境の
悪化をもたらすおそれがないものを除き、建物の新築や宅地造成などの土地の
形質の変更など、農地以外の利用ができなくなります。

③税制の優遇

• 固定資産税や都市計画税の優遇措置を受けることができます。
• 贈与税・相続税の納税猶予制度の適用を受けることができます。
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⑶ 生産緑地の指定要件（生産緑地法第３条）
• 生産緑地の指定には以下の要件があり、全ての要件を満たす農地等に対して生
産緑地の指定を行います。

• 対象になる農地等は、現に農業が行われている農地や採草放牧地です。

• いわゆる休耕地であっても、すぐに耕作が可能な状態であれば対象となりますが、
農地転用の届出がなされているものは対象外となります。

【
要
件
】

①公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活
環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する
土地として適しているものであること。

②一団の面積が５００㎡以上の規模の区域であること。（道路等で分断されて
いる場合、その道路が幅員６ｍ程度以下のものであれば一団の土地として
扱うことになります｡）

③用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えてい
ると認められるものであること。

④当該農地の所有者とその他の関係する権利者全員の同意を得ていること。

１ 生産緑地制度の概要
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⑷ 生産緑地の買取り申出と行為制限の解除
（生産緑地法第１０条～第１４条）

• 生産緑地地区は都市計画として定めることから、土地所有者等の個々の事情に
より指定解除することはできません。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、
市長に対して買取りを申し出ることができます。

①指定されてから３０年経過した場合（特定生産緑地を指定した生産緑地は除
く。）
②農業の主たる従事者が死亡した場合
③農業の主たる従事者が故障により営農不能となった場合

• これらの申出後、市や他の農家で買い取ることができず、申出から３か月経過し
た場合、行為制限が解除され、農地以外の土地利用をすることができるようにな
ります。

※生産緑地法は、平成３年の法改正により、買取り申出ができる期間が１０年から３０年に変
更されました。この法改正前に指定を受けている生産緑地は、いわゆる「旧法適用の生産
緑地」として指定から１０年経過した段階で買取り申出が可能になっています。

※指定期間が３０年を超え、令和４年１２月に特定生産緑地に指定された生産緑地（平成４
年指定分）は、特定生産緑地の指定から１０年（令和１４年）が経過する前に、再度特定
生産緑地の指定に向けた意向確認を行います。

１ 生産緑地制度の概要
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⑸ 買取り申出に伴う事務の流れ

生産緑地所有者

１ 生産緑地制度の概要

①買取り申出書

②買取り意向の照会 ③回答

⚫行為制限の解除
買取り申出から３か月以内に所有権の移転が行われない場合、行為制
限が解除

市

市関係部署

埼玉県

営農希望者

農業委員会
農業従事者への斡旋

④通知
※申出から１か月以内

※他の都市計画施設と重複す
る場合（市の事業を除く。）

⑤協力依頼
※市が買い取らない場合③回答

②買取り意向の照会
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⑹ 行為制限解除後の手続の流れ

１ 生産緑地制度の概要
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都市計画変更案作成

都市計画審議会 〔都市計画法第１９条〕

都市計画変更決定告示 〔都市計画法第２０条〕

都市計画変更案の公告・縦覧（２週間） 〔都市計画法第１７条〕

県知事協議 〔都市計画法第１９条〕



２ 生産緑地変更地区位置図
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名称 追加する土地の区域 廃止する土地の区域 変更内容 解除理由

第１４号 なし 深井１丁目の一部 一部廃止 死亡

第２０号 なし 東間３丁目の一部 全部廃止 死亡

第６９号 なし 中丸７丁目の一部 全部廃止 死亡

第７１号 なし 中丸７丁目の一部 全部廃止 死亡

第８５号 なし 高尾１丁目の一部 一部廃止 ３０年経過

第９３号 なし 緑２丁目の一部 一部廃止 故障

第１１８－１号 なし 本町４丁目の一部 全部廃止 死亡

３ 変更する生産緑地地区の一覧表
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４ 変更概要図（第14号）

9

第14号

一部廃止
第14号 生産緑地地区約0.15ha
第14号 生産緑地地区約0.35ha

凡例

生産緑地地区
廃止する区域
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４ 変更概要図（第20号）

第20号

廃止
第20号 生産緑地地区約0.11ha

凡例

生産緑地地区
廃止する区域
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４ 変更概要図（第69号､第71号）

第69号

廃止
第69号 生産緑地地区約0.10ha

第71号

廃止
第71号 生産緑地地区約0.16ha

凡例

生産緑地地区
廃止する区域
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４ 変更概要図（第85号）

一部廃止
第85号 生産緑地地区約0.06ha
第85号 生産緑地地区約0.09ha

第85号

凡例

生産緑地地区
廃止する区域
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４ 変更概要図（第93号）

一部廃止
第93号 生産緑地地区約0.05ha
第93号 生産緑地地区約0.20ha

第93号

凡例

生産緑地地区
廃止する区域
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４ 変更概要図（第118-1号）

廃止
第118-1号 生産緑地地区約0.14ha

第118-1号

凡例

生産緑地地区
廃止する区域



５ 生産緑地地区の変更経緯と地区数・面積

事項 時期 備考

県知事協議
令和７年１０月２３日（協議）
令和７年１１月２０日（回答）

異存なしとの回答あり

計画案の縦覧
令和７年１２月８日から
令和７年１２月２２日まで

意見書の提出なし

⑴ 都市計画手続の経緯

⑵ 生産緑地地区の地区数・面積

地区数 面積 備考

従前 ８２地区 ２８．１３ha

今回変更 ７地区 -０．８９ha
全部廃止４地区
一部廃止３地区

変更後 ７８地区 ２７．２４ha
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